
第５章

介護保険サービス事業



１．介護保険料算定の流れ

介護保険料算定の主な流れは、次に示すとおりです。

総給付費（予防給付費・介護給付費）

特定入所者介護サービス費等給付額

高額介護サービス費等給付額

高額医療合算介護サービス費等給付額

算定対象審査支払手数料

調整交付金相当額 － 調整交付金見込額調整交付金相当額 －調整交付金見込額

① 標準給付費

② 地域支援事業費

③ 第１号被保険者負担分相当額

④ 調整交付金

⑤ 財政安定化基金拠出金及び償還金

⑥ 市町村特別給付費

⑦ 市町村相互財政安定化事業負担額

⑧ 準備基金取崩額

⑨ 保険料収納必要額

第１号被保険者負担割合＝ ％

⑩ 予定保険料収納率

⑪ 所得段階別加入割合補正後被保険者数

⑫ 保険料基準月額

③＝（①＋②）× ％

⑨＝③＋④＋⑤＋⑥＋⑦－⑧

⑫＝⑨÷⑩÷⑪÷ ヶ月



２．サービス事業量の見込み

（１）予防給付

第７期計画期間中の予防給付サービスの利用者数、利用回数については、要支援認定者数の

状況から、ほぼ横ばいで推移しており、次のように見込みます。

また、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、総合事業への移行に伴い地域支援事業費

として見込みます。

《介護予防訪問介護》

介護予防を目的として、訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の居宅を訪問し、入浴、

排せつ、食事等の介助や調理、洗濯、掃除等の日常生活上の支援を行うサービスです。

第７期では介護予防・日常生活支援総合事業に完全移行するため、予防給付としての見込

みはありません。

《介護予防訪問入浴介護》

介護予防を目的として、自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、利用者の居宅を移動入

浴車で訪問し、入浴の介助を行うサービスです。

《介護予防訪問看護》

介護予防を目的として、医師の指示に基づき、利用者の居宅を看護師等が訪問し、健康チ

ェックや療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。

（1月あたり）

平成27年度 平成28年度
平成29年度
（見込み値）

平成30年度 平成31年度 平成32年度

（１）介護予防サービス

介護予防訪問介護 人数（人）

介護予防訪問入浴介護 回数（回）

人数（人）

介護予防訪問看護 回数（回）

人数（人）

介護予防訪問リハビリテーション 回数（回）

人数（人）

介護予防居宅療養管理指導 人数（人）

介護予防通所介護 人数（人）

介護予防通所リハビリテーション 人数（人）

介護予防短期入所生活介護 回数（日）

人数（人）

介護予防短期入所療養介護（老健） 回数（日）

人数（人）

介護予防短期入所療養介護（病院等） 回数（日）

人数（人）

介護予防福祉用具貸与 人数（人）

特定介護予防福祉用具販売 人数（人）

介護予防住宅改修 人数（人）

介護予防特定施設入居者生活介護 人数（人）

（２）介護予防支援 人数（人）



《介護予防訪問リハビリテーション》

介護予防を目的として、医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅

を訪問し、心身機能の維持回復及び日常生活の自立支援に必要なリハビリテーションを行う

サービスです。

《介護予防居宅療養管理指導》

介護予防を目的として、病院や診療所の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士等が居宅を

訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理、指導を行うサービスです。

《介護予防通所介護（デイサービス）》

介護予防を目的として、日中、デイサービスセンター等で、入浴、排せつ、食事等の介助、

その他の日常生活上の支援や機能訓練等を行うサービスです。第７期では介護予防・日常生

活支援総合事業に完全移行するため、予防給付としての見込みはありません。

《介護予防通所リハビリテーション（デイケア）》

介護予防を目的として、介護老人保健施設や病院、診療所で、心身機能の維持回復及び日

常生活の自立支援等を目的とするリハビリテーションを行うサービスです。

《介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）》

介護老人福祉施設等に短期間入所している利用者に対して、介護予防を目的とした入浴、

食事、その他日常生活上の支援や機能訓練等を行うサービスです。

《介護予防短期入所療養介護（医療型ショートステイ）》

介護老人保健施設等に短期間入所している利用者に対して、介護予防を目的として医師や

看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービスです。

《介護予防福祉用具貸与》

介護予防を目的とする日常生活上の自立を助ける用具や機能訓練のための用具を貸与す

るサービスです。

《特定介護予防福祉用具販売》

介護予防を目的とする日常生活上の自立を助ける用具のうち、衛生管理などの問題で貸与

になじまない排せつ・入浴に関する用具について、その購入費用の一部を支給します。

《介護予防住宅改修》

在宅の利用者が、住み慣れた自宅で生活を続けられるよう、介護予防を目的とする小規模

な住宅改修（手すりの取り付け、段差の解消等）に対して、費用の一部を支給します。

《介護予防特定施設入居者生活介護》

介護予防を目的として、介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、養護老人ホームや軽費

老人ホーム等に入居している利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介助、その他の日常

生活上の支援や機能訓練等を行うサービスです。

《介護予防支援》

地域包括支援センターの職員等が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利

用者が安心してサービスを利用できるよう支援するサービスです。



《介護予防認知症対応型通所介護》

介護予防を目的として、軽度の認知症の利用者を対象に、デイサービスセンター等で、入

浴、排せつ、食事等の介助、その他の日常生活上の支援や機能訓練等を行うサービスです。

《介護予防小規模多機能型居宅介護》

介護予防を目的として、利用者の体調や希望に応じて、サービス拠点への「通い」を中心

に、「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供し、在宅生活の継続を支援するサービスです。

《介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）》

介護予防を目的として、認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、

食事等の介助、その他の日常生活上の支援や機能訓練等を行うサービスです。

（ 月あたり）

平成 年度 平成 年度
平成 年度
（見込み値）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

（３）地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護 回数（回）

人数（人）

介護予防小規模多機能型居宅介護 人数（人）

介護予防認知症対応型共同生活介護 人数（人）



（２）介護給付

第７期計画期間中の介護給付サービスの利用者数、利用回数については、要介護認定者数の

増加に伴うサービス利用者の増加を考慮し、次のように見込みます。

《訪問介護》

訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護や

調理、洗濯、掃除等の日常生活上の世話を行うサービスです。

《訪問入浴介護》

自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、利用者の居宅を移動入浴車で訪問し、入浴の介

護を行うサービスです。

《訪問看護》

医師の指示に基づき、利用者の居宅を看護師等が訪問し、健康チェックや療養上の世話ま

たは必要な診療の補助を行うサービスです。

《訪問リハビリテーション》

医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、心身機能の維

持回復及び日常生活の自立支援に必要なリハビリテーションを行うサービスです。

（ 月あたり）

平成 年度 平成 年度
平成 年度
（見込み値）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

（１）居宅サービス

訪問介護 回数（回）

人数（人）

訪問入浴介護 回数（回）

人数（人）

訪問看護 回数（回）

人数（人）

訪問リハビリテーション 回数（回）

人数（人）

居宅療養管理指導 人数（人）

通所介護 回数（回）

人数（人）

通所リハビリテーション 回数（回）

人数（人）

短期入所生活介護 日数（日）

人数（人）

短期入所療養介護（老健） 日数（日）

人数（人）

短期入所療養介護（病院等） 日数（日）

人数（人）

福祉用具貸与 人数（人）

特定福祉用具販売 人数（人）

住宅改修 人数（人）

特定施設入居者生活介護 人数（人）

（２）居宅介護支援 人数（人）



《居宅療養管理指導》

病院や診療所の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士等が居宅を訪問し、薬の飲み方、食

事など療養上の管理、指導を行うサービスです。

《通所介護（デイサービス）》

日中、デイサービスセンター等で、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の

世話や機能訓練等を行うサービスです。

《通所リハビリテーション（デイケア）》

介護老人保健施設や病院、診療所で、心身機能の維持回復及び日常生活の自立支援等を目

的とするリハビリテーションを行うサービスです。

《短期入所生活介護（ショートステイ）》

介護老人福祉施設等に短期間入所している利用者に対して、入浴、食事、その他日常生活

上の世話や機能訓練等を行うサービスです。

《短期入所療養介護（医療型ショートステイ）》

介護老人保健施設等に短期間入所している利用者に対して、医師や看護職員、理学療法士

等による医療や機能訓練、日常生活上の世話などを行うサービスです。

《福祉用具貸与》

日常生活上の自立を助ける用具や機能訓練のための用具を貸与するサービスです。

《特定福祉用具販売》

日常生活上の自立を助ける用具のうち、衛生管理などの問題で貸与になじまない排せつ・

入浴に関する用具について、その購入費用の一部を支給します。

《住宅改修》

在宅の利用者が、住み慣れた自宅で生活を続けられるよう、その体調に応じた小規模な住

宅改修（手すりの取り付け、段差の解消等）に対して、費用の一部を支給します。

《特定施設入居者生活介護》

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、養護老人ホームや軽費老人ホーム等に入居して

いる利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練

等を行うサービスです。

《居宅介護支援》

居宅介護支援事業所のケアマネジャーが中心となって、ケアプランを作成するほか、利用

者が安心してサービスを利用できるよう支援するサービスです。



《定期巡回・随時対応型訪問介護看護》

重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問

介護と訪問看護を一体的にまたはそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対

応を行うサービスです。

《夜間対応型訪問介護》

中重度の要介護状態となっても、夜間を含め 時間安心して在宅生活が継続できるよう、

夜間（ 時～８時）に定期的に各自宅を巡回し、排せつの介助や安否確認などのサービスを

行う定期巡回と利用者の求めに応じて随時対応する訪問介護を組み合わせたサービスです。

《認知症対応型通所介護》

認知症の利用者を対象に、デイサービスセンター等で、入浴、排せつ、食事等の介護、そ

の他の日常生活上の世話や機能訓練等を行うサービスです。

《小規模多機能型居宅介護》

利用者の体調や希望に応じて、サービス拠点への「通い」を中心に、「訪問」や「泊まり」

を組み合わせて提供し、在宅生活の継続を支援するサービスです。

《認知症対応型共同生活介護（グループホーム）》

認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の

日常生活上の世話や機能訓練等を行うサービスです。

《地域密着型特定施設入居者生活介護》

介護保険の指定を受けた定員 人以下の小規模な有料老人ホーム、養護老人ホームや軽

費老人ホーム等に入居している利用者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要

な日常生活上の世話を行うサービスです。

《地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護》

要介護者を対象に、定員 人以下の小規模な特別養護老人ホームで、入浴、排せつ、食

事等の介護、機能訓練、健康管理などの支援を行うサービスです。

《看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）》

「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」など、複数の居宅サービスや地域密着型サー

ビスを組み合わせて、１つの事業所が一体的に提供するサービスです。

（ 月あたり）

平成 年度 平成 年度
平成 年度
（見込み値）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

（３）地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人数（人）

夜間対応型訪問介護 人数（人）

認知症対応型通所介護 回数（回）

人数（人）

小規模多機能型居宅介護 人数（人）

認知症対応型共同生活介護 人数（人）

地域密着型特定施設入居者生活介護 人数（人）
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人数（人）

看護小規模多機能型居宅介護 人数（人）

地域密着型通所介護 回数（回）

人数（人）



《地域密着型通所介護》

日中、利用定員が 名以下のデイサービスセンター等で、入浴、排せつ、食事等の介護、

その他の日常生活上の世話や機能訓練等を行うサービスです。

（３）介護保険施設

第７期計画期間中の介護保険施設については、施設の新規整備及び増床予定はありません。

また、介護療養型医療施設が一部医療病床に転換する予定です。

このため、サービス利用者数に大きな変動はないと推測されますが、介護離職ゼロに向けた

利用者の増加と療養病床からの転換などを考慮し、次のように見込みます。

《介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）》

寝たきりや認知症などで、常に介護が必要で自宅での生活が難しい人が対象の施設です。

入所者に対し、入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話などを行

います。

《介護老人保健施設》

病状が安定し、リハビリテーションなどの医療サービスに重点をおいた介護が必要な人が

対象の施設です。居宅への復帰を目指して、医学的な管理のもとで看護、リハビリテーショ

ンや入浴・排せつ・食事等の日常生活上の世話を行います。

《介護医療院》

「日常的な医療管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」として

の機能を兼ね備えた新たな施設です。要介護者に対し、長期療養のための医療と、日常生活

上の介護を一体的に行います。

《介護療養型医療施設》

急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対

象の施設です。介護体制の整った医療施設（病院）で、医療サービスや日常生活上の介護な

どを行います。

（ 月あたり）

平成 年度 平成 年度
平成 年度
（見込み値）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

（４）施設サービス

介護老人福祉施設 人数（人）

介護老人保健施設 人数（人）

介護医療院 人数（人）

介護療養型医療施設 人数（人）



３．介護保険事業費の見込みと介護保険料

（１）介護保険サービス事業費の見込み

第７期計画期間の介護保険サービス事業費は、サービス事業量の見込みを踏まえ、下記のと

おり見込んでいます。

① 予防給付

（千円／年）

平成 年度 平成 年度
平成 年度
（見込み値）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

（１）介護予防サービス

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護（老健）

介護予防短期入所療養介護（病院等）

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具販売

介護予防住宅改修

介護予防特定施設入居者生活介護

（２）介護予防支援

（３）地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

合計



② 介護給付

（千円／年）

平成 年度 平成 年度
平成 年度
（見込み値）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

（１）居宅サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

短期入所療養介護（病院等）

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

住宅改修

特定施設入居者生活介護

（２）居宅介護支援

（３）地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護

（４）施設サービス

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設

合計



（２）標準給付費見込額

標準給付費については、第７期計画期間の３年間で総額 億 万円を見込んでい

ます。

内訳としては、総給付費（予防給付費・介護給付費）が 億 万円で大半を占め

ています。

※制度改正により、平成 年８月より、２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割

合が３割となります。総給付費は利用者負担を１割もしくは２割として算出している

ため、介護給付及び予防給付の合計から一定以上所得者の利用者負担（３割）に伴う

影響額を差し引いて調整しています。

※消費税が、 （平成 ）年 月に ％へ引き上げられる予定であることから、こ

れに伴う影響額を加算しています。

（３）地域支援事業費の見込み

地域支援事業費については、第７期計画期間の３年間で総額６億 万円を見込んで

います。

内訳としては、介護予防・日常生活支援総合事業費が３億 万円、包括的支援事業・

任意事業費が２億 万円となっています。

また、これまで予防給付費で見込んでいた「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」

は総合事業へ移行したことに伴い、地域支援事業費で見込んでいます。

（単位：円）

合計 平成 年度 平成 年度 平成 年度

地域支援事業費

介護予防・日常生活支援総合事業費

包括的支援事業・任意事業費

第７期

（単位：円）

合計 平成30年度 平成31年度 平成32年度

標準給付費見込額

▲4,772,243 ▲1,096,148 ▲1,789,067 ▲1,887,028 

高額介護サービス費等給付額

算定対象審査支払手数料

特定入所者介護サービス費等給付額

第７期

高額医療合算介護サービス費等給付額

総給付費（調整後）

消費税率等の見直しを勘案した影響額

一定以上所得者負担の調整額

総給付費

予防給付

介護給付



（４）第７期介護保険料収納必要額

① 費用負担の構成

「介護保険制度」は、介護を必要とする方が、住み慣れた地域でできる限り自立した日常

生活が送れるよう、社会全体で支える制度です。

介護保険給付費は、 ％が公費負担、残りの ％が第１号被保険者（ 歳以上）と第２

号被保険者（ ～ 歳）による保険料負担により賄われています。

第７期計画期間については、第１号被保険者の保険料負担割合が ％に改正 第６期は

％ されるため、保険料増加の一因となっています。

【第６期】 【第７期】

国は ％相当額を負担することになっていますが、このうちの５％分は調整交付金となっ

ており、各保険者における第１号被保険者の所得構造や後期高齢者の割合によって変動しま

す（低所得者が多い保険者や後期高齢者が多い保険者では５％を超える調整交付金となりま

す）。本市において第６期の計画時点の調整交付金は平均 ％で、第１号被保険者の負担

割合は、標準的な よりも低い平均 でありました。第７期においては、高齢化の

さらなる伸展や所得構造から、調整交付金は標準的な５％より多い ～ ％程度（年度

により異なる）になることが見込まれます。

この結果、第１号被保険者の負担割合は、標準的な ％よりも低い、 ～ ％程度

を推移しています。

【第６期】 【第７期】

第１号

被保険者
20.23%

第２号

被保険者
28.0%

南丹市
12.5%

京都府
12.5%

国 20.0%

国（調整交付金）

平均7.77%
第１号

被保険者

19.8～
20.3%

第２号

被保険者

27.0%

南丹市
12.5%

京都府
12.5%

国 20.0%

国（調整交付金）

7.7～8.2%

第１号

被保険者
22.0%

第２号

被保険者
28.0%

南丹市
12.5%

京都府
12.5%

国 25.0%
第１号

被保険者
23.0%

第２号

被保険者
27.0%

南丹市
12.5%

京都府
12.5%

国 25.0%



② 介護保険財政安定化基金及び介護給付費準備基金

【介護保険財政安定化基金】

京都府では、府内保険者（市町村）の介護保険財政の安定化を図るため、介護保険財政

安定化基金として各保険者からの拠出金を積み立てており、必要に応じてこれを取り崩し、

保険者に交付することにしています。第７期においては、各保険者からの拠出金の積み立

て及び各保険者への交付は予定されておりません。

【介護給付費準備基金】

介護保険料は、介護保険事業計画期間中に見込まれる給付費等に基づき算出されるため、

その計画期間中の介護給付費が見込額を下回る場合は、介護保険料に余剰が生じることに

なります。そして、介護保険料に余剰が生じた場合は、これを介護給付費準備基金に積み

立て、必要に応じて取り崩し、次期計画に繰り入れることで、適正な介護保険料の算定及

び介護保険財政の安定化を図るものとされています。

本市では、第６期計画期間中に約２億円程度の準備基金残高を見込んでおり、第７期計

画期間における適正な介護保険料の算定のため、準備基金を１億円取り崩し、保険料の大

幅な上昇を抑制することとします。

③ 保険料収納必要額

「保険料収納必要額」は、第７期計画期間中において、第１号被保険者に負担いただく

保険料として確保する必要のある額です。

（単位：円）

３ヵ年累計

標準給付費見込額 （①）

地域支援事業費 （②）

第1号被保険者負担分相当額 （③） ＝（①＋②）×23.0％

調整交付金 （④） ＝Ａ－C ▲ 366,372,626 

調整交付金相当額 （Ａ） ＝（①＋②の総合事業のみ）×５％

調整交付金見込交付割合 （Ｂ） 7.7～8.2% 

調整交付金見込額 （Ｃ） ＝（①＋②の総合事業のみ）×B

財政安定化基金拠出金及び償還金 （⑤）

市町村特別給付費 （⑥）

市町村相互財政安定化事業負担額 （⑦）

準備基金取崩額 （⑧）

保険料収納必要額　 （⑨） ＝③＋④＋⑤＋⑥＋⑦－⑧

区分



（５）第１号被保険者の保険料段階と介護保険料

① 保険料段階

第１号被保険者の保険料は、被保険者の負担能力に応じたきめ細かな保険料賦課を図る

ため、これまでから国が示す標準的な段階を超える多段階に設定しています。

第７期の保険料段階設定にあたっては、国の制度改正に伴い基準所得額の変更をするも

のの、基本的な段階区分は第６期を踏襲しつつ、公費負担による仕組みを継続し、負担軽

減に努めます。

【第６期計画】 【第７期計画】

※第６期においては、第１段階を対象に公費による軽減措置が実施されており、第７期においても、

継続される見込みとなっております。（基準額に対する割合 ⇒ ）

基準額に 基準額に

対する 対する

割合 割合

第5

段階

世帯に市民税課税者があり本人が市民税

非課税かつ本人の前年の課税年金収入額

と合計所得金額の合計が80万円超

第5

段階

世帯に市民税課税者があり本人が市民税

非課税かつ本人の前年の課税年金収入額

と合計所得金額の合計が80万円超

第6

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が120万円未満

第6

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が120万円未満

第7

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が120万円以上 万円未満

第7

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が120万円以上 万円未満

第8

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が190万円以上290万円未満

第8

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が 万円以上 万円未満

第9

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が290万円以上400万円未満

第9

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が 万円以上400万円未満

第10

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が400万円以上600万円未満

第10

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が400万円以上600万円未満

第11

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が600万円以上

第11

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が600万円以上

所得

段階
本人の課税区分等

所得

段階
本人の課税区分等

第1

段階

・生活保護受給者

・世帯全員が市民税非課税かつ

　老齢福祉年金受給者

・世帯全員が市民税非課税かつ

　本人の前年の課税年金収入額と

　合計所得金額の合計が80万円以下

第1

段階

・生活保護受給者

・世帯全員が市民税非課税かつ

　老齢福祉年金受給者

・世帯全員が市民税非課税かつ

　本人の前年の課税年金収入額と

　合計所得金額の合計が80万円以下

第2

段階

世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年

の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が80万円超120万円以下

第2

段階

世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年

の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が80万円超120万円以下

第4

段階

世帯に市民税課税者があり本人が市民税

非課税かつ本人の前年の課税年金収入額

と合計所得金額の合計が80万円以下

第4

段階

世帯に市民税課税者があり本人が市民税

非課税かつ本人の前年の課税年金収入額

と合計所得金額の合計が80万円以下

第3

段階

世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年

の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が120万円超

第3

段階

世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年

の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が120万円超



前掲の所得段階別の第１号被保険者数については、次のように見込んでいます。

※所得段階別加入割合補正後被保険者数とは、保険料基準額（第５段階）を負担する所

得段階に属している第１号被保険者の負担率を「 」とした場合、所得段階別の保

険料基準額に対する割合に応じて、保険料基準額を負担する第１号被保険者の何人分

に相当するかを算出し、算出後の人数について合計したものです。

本市においては、７期計画期間中の被保険者数合計 人に対し、所得段階別加

入割合補正後被保険者数は 人となり低所得者層の割合が高い結果となってい

ます。

年 年 年
平成 年平成 年平成 年

第 段階
第 段階
第 段階
第 段階
第 段階
第 段階
第 段階
第 段階
第 段階
第 段階
第 段階

計
所得段階別加入割合補正後被保険者数

所得段階別区分別の第１号被保険者数の見込み

区分 第７期
合計



② 保険料収納率

第１号被保険者からの保険料徴収は、特別徴収（年金からの天引き）と普通徴収（納付書

または口座振替による納付）ありますが、普通徴収分については徴収率が ％に達してい

ない現状を踏まえ、第７期の予定保険料収納率としては ％を見込んでいます。

〈保険料負担の仕組み〉



③ 保険料基準額

第７期における第１号被保険者の介護保険料の基準額を下記により算出すると、

月額 円になります。

保険料基準額（月額） 円

保険料基準額の内訳は次のとおりです。

（単位：円）

３ヵ年累計

保険料収納必要額 （①）

予定保険料収納率 （②）

所得段階別加入割合補正後被保険者数 （③）

保険料基準額（月額） （④） ＝①÷②÷③÷

区分

金額 構成比

総給付費

在宅サービス

居住系サービス

施設サービス

その他給付費

地域支援事業費

保険料収納必要額（月額）

準備基金取崩額 ▲ ▲

保険料基準額（月額）

財政安定化基金（拠出金見込額＋償還金）

介護保険料基準額（月額）の内訳



④ 所得段階別保険料

第７期計画期間の所得段階別介護保険料を以下のとおり設定します。

※低所得者の保険料軽減を図るため、第１段階を対象に公費が投入される予定です。

（公費投入後の基準額に対する割合 ⇒ ）

基準額に

対する

割合

第5

段階

世帯に市民税課税者があり本人が市民税非課税

かつ本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超

第6

段階

本人が市民税課税

かつ本人の前年の合計所得金額が120万円未満

第7

段階

本人が市民税課税

かつ本人の前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満

第8

段階

本人が市民税課税

かつ本人の前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満

第9

段階

本人が市民税課税

かつ本人の前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満

第10

段階

本人が市民税課税

かつ本人の前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満

第11

段階

本人が市民税課税

かつ本人の前年の合計所得金額が600万円以上

第4

段階

世帯に市民税課税者があり本人が市民税非課税

かつ本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下

第2

段階

世帯全員が市民税非課税

かつ本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下

第3

段階

世帯全員が市民税非課税

かつ本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超

保険料（円）
年額

所得

段階
本人の課税区分等

第1

段階

・生活保護受給者

・世帯全員が市民税非課税かつ老齢福祉年金受給者

・世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の

　合計が80万円以下




